
証券コード：4735

第42期

定 時 株 主 総 会
招 集 ご 通 知
日  時

場  所

2022年８月25日（木曜日）午前10時
受付開始　午前９時15分 予定

京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382番地1
当社本社　４階会議室

決議事項

第１号議案　剰余金処分の件
第２号議案　定款一部変更の件
第３号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）
　　　　　　８名選任の件 
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
第５号議案　退任取締役（監査等委員であるものを除く。）
　　　　　　に対する退職慰労金贈呈の件

新型コロナウイルス感染リスクを避ける
ため株主総会当日のご来場を見合わせ、
郵送による議決権行使をご推奨いたしま
す｡
また、お土産の配布、決算説明会も取り
止めとさせていただきます。

※ 末尾の株主総会会場ご案内図をご参照いただき、
 　お間違えのないようご注意ください。
※ ご出席株主様へのお土産の用意はございません。

010_7024601102208.indd   1010_7024601102208.indd   1 2022/07/26   14:42:312022/07/26   14:42:31



京進の理念・
組織価値観

経営理念

私たちは、全従業員の物心両面の豊かさを追求するとともに、
日本と世界の教育・文化の向上、社会の進歩と善良化に貢献します

私たちは、人の一生にかかわる企業として、
地域一、日本一、そして世界一を目指します

経営目標

1. 私たちは、ひとりひとりを大切にします
2. 私たちは、高い志を持ち、仕事を通じて成長します
3. 私たちは、常に感動づくりを心がけます

3つの原則

私たちは、常に創意工夫をし、絶えざる革新を心がけます

社　是

―  1  ―
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証券コード 4735
2022年８月９日

株 主 各 位
京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382番地１

代表取締役社長 福 澤 一 彦
第42期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第42期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあ

げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手

数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を
ご表示いただき、2022年８月24日（水曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいます
ようお願い申しあげます。

敬 具
記

１．日 時 2022年８月25日（木曜日）午前10時
２．場 所 京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382番地１

当社本社 ４階会議室
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
※ご出席株主様へのお土産の用意はございません。

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第42期（2021年６月１日から2022年５月31日まで）事業報告、連結計

算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の
件

２．第42期（2021年６月１日から2022年５月31日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）８名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
第５号議案 退任取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する退職慰労金贈呈の件

以 上
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○当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、資源節約のた
め、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。
○株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当
社ウェブサイト（https://www.kyoshin.co.jp/group/ir/）に掲載させていただきます。

○当社は、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、提供すべき書面のうち次に掲げる事項をインターネット上
の当社ウェブサイト（https://www.kyoshin.co.jp/group/ir/）に掲載しておりますので、本招集ご通知の
提供書面には記載しておりません。

・連結計算書類の連結注記表
・計算書類の個別注記表

従いまして、本招集ご通知提供書面は、監査等委員会が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を作成するに
際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。

■本株主総会における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応
本株主総会における新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた当社の対応につきまして、以下
のとおりご案内いたします。株主の皆様におかれましては、何卒ご理解とご協力を賜りますよ
うお願い申しあげます。

＜株主の皆様へのお願い＞
① 感染拡大防止のため、本年は本株主総会当日のご来場を見合わせ、書面による議決権行使を
ご推奨申しあげます。
書面による議決権の行使期限：
2022年８月24日（水曜日）午後６時までに到着

② ご来場の株主様は、マスクのご持参・ご着用及びアルコール消毒薬の使用へのご協力をお願
い申しあげます。

＜当社の対応について＞
① 役員及び運営スタッフは、マスク着用で対応させていただきます。
② 受付及び会場内にアルコール消毒液を準備いたします。
③ 感染防止対策のため会場内の座席の間隔を拡げ、座席数を30席程度といたします。
そのため、座席数を超える来場者があった場合は、入場を制限する場合もございますので、
ご了承ください。

④ 開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項（監査報告を含む）及び議案の詳細な
説明は省略いたします。株主の皆様におかれましては、事前に本招集ご通知にお目通しくだ
さいますようお願い申しあげます。

2022年07月26日 11時13分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 4 ―

⑤ 例年株主総会後に開催しております決算説明会についても、取り止めとさせていただきま
す。決算に関する説明については、2022年８月25日（木曜日）午後２時より、当社ウェブ
サイト（※）にて動画を配信する予定ですので、そちらをご覧ください。
※当社ウェブサイト：https://www.kyoshin.co.jp/group/ir/

⑥ 今後の状況により、やむを得ず会場や開始時刻が変更となるなど、株主総会の運営に大きな
変更が生じる場合は、上記ウェブサイトにてご案内いたします。

⑦ 株主総会にご出席の株主様へのお土産は、本年は取り止めとさせていただきます。
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（提供書面）
事 業 報 告

（2021
2022

年
年
６
５
月
月
１
31
日から
日まで）

１．企業集団の現況
（1）当連結会計年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果
当連結会計年度における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大により経済
活動が停滞しましたが、各国でワクチン接種が進展したことなどから、緩やかな回復傾向
にありました。しかしながら、新たな変異株による新型コロナウイルス感染症の再拡大に
加え、ロシアのウクライナ侵攻の影響によるエネルギー価格の高騰など、経済の先行きは
不透明な状況にあります。
学習塾事業においては、2020年の教育改革により小学校での英語教育やプログラミン
グ教育の教科化、センター試験から大学入学共通テストへの移行等、時代の変化に対応し
ていくことが求められました。また、新型コロナウイルス感染防止対策として、教育のオ
ンライン化が急務であり、ICTの環境整備に努めました。保育事業においては、待機児童
問題は解消に向かいつつあるものの、保育士不足に関する課題は残っており、教育や保育
に関する国内の関心は非常に高まっております。介護事業においては、高齢者人口の増加
傾向は2042年まで続くと予想されており、高齢者向けのサービス需要が拡大しているこ
とに加え、新型コロナウイルス感染症の影響で、高齢者ケアのさらなる必要性が社会的に
認識されました。
当社グループにおいては、長期的な事業拡大を支え、時代の流れと社会の要請に対応す
るため、2018年３月に “人の一生に関わる「一生支援事業」を展開する企業への変革”
として中期ビジョンを見直しました。また、2020年12月には、「ステキな大人が増える
未来をつくる」企業になることを当社のグループビジョンとして掲げ、人材育成と将来を
見据えた収益性の向上でさらなる成長を目指しております。
当連結会計年度は、学習塾事業や保育・介護事業による売上の増加等により、創業以来
最高売上高を６期連続で更新しました。学習塾事業や保育事業の生徒・園児数、介護事業
の顧客数を堅調に伸ばし、当連結会計年度の営業利益は前年を上回る結果となりました。
しかし、新型コロナウイルス感染防止対策をこれまで同様に徹底してまいりましたが、助
成金の支給額が減少したことなどから、当連結会計年度の経常利益は前年を下回りまし
た。また、閉鎖・移転等が決定した校・教室に関する固定資産に対する減損損失として
78百万円を計上しました。
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この結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高は23,653百万円（前年比2.2％増）と
なり、前年に比べ508百万円増加しました。営業利益は165百万円（前年比114.0％増）
となり、前年に比べ88百万円増加しました。経常利益は365百万円（前年比1.4％減）と
なり、前年に比べ５百万円減少しました。親会社株主に帰属する当期純損失は△7百万円
（前年は189百万円の純利益）となり、前年に比べ196百万円減少しました。期中平均の
顧客数(ＦＣ事業部における末端生徒数含む。)は、37,444名(前年比2.6％増)となりまし
た。

セグメント別の概況は、以下のとおりです。
＜学習塾事業＞
学習塾事業においては、脳科学に基づく独自の学習法「リーチング」の定着や、ICTを
活用した学習管理の仕組みとひとりひとりを大切にする指導が、顧客からの支持を得てお
ります。新型コロナウイルス感染防止対策を徹底し、オンラインも併用しながらほぼ通常
通りの営業を行い、期中平均生徒数は前年同期比102.7％となりました。
この結果、当連結会計年度のセグメントの経営成績は、売上高11,031百万円（前年比

2.0％増）、セグメント利益2,186百万円（同8.8％増）となりました。

＜語学関連事業＞
英会話事業においては、幼児から小学生までを主な対象とするユニバーサルキャンパ
ス、成人を対象とした英会話教室コペル英会話、英語圏の留学先としてオーストラリアの
英会話学校 English Language Company Australia Pty Ltd. 及 び 専 門学校 SELC
Australia Pty Ltd.を運営しております。ユニバーサルキャンパスと首都圏で営業を行う
コペル英会話は新型コロナウイルス感染防止対策を徹底しながら通常通りの営業を行うこ
とで、生徒数は堅調に推移しました。オーストラリアの英会話学校は、海外からの留学生
の入国制限が続き入室数が減少しておりましたが、2022年２月からの入国再開後は徐々
に入室数も回復しつつあります。
日本語教育事業においては、留学生の入国制限が続く中、入国待機中の学生にオンライ
ンの授業を提供してきました。2022年３月より入国が可能となり、５月末までに約
1,800名の留学生が入国し、対面での授業を再開しました。中国及びミャンマーで日本語
教育を行っている国際人材交流事業では、国外での営業活動ができず、新規の顧客開拓が
できない状況となっておりますが、オンラインで中国の学生に向けた特別講義を行うな
ど、今後の布石となる活動を続けました。
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キャリア支援事業では、介護の資格取得スクール「介護のキャンパス」を2021年10月
に布施校と尼崎校、12月に難波校、2022年１月に川西校を新規開校し、当社グループ及
び連結子会社のスクール数は９カ所となり、介護人材の育成に取り組みました。
この結果、当連結会計年度のセグメントの経営成績は、売上高2,380百万円(前年比8.1
％減)、セグメント損失692百万円(前年は784百万円のセグメント損失)となりました。

＜保育・介護事業＞
保育事業では、2021年春に開園した３園の園児数も順調に増加し、期中平均園児数は
前年同期比110.7％となりました。それに伴い売上高が増加した一方で、保育士の処遇改
善といった人件費等のコストが増加したことで利益は減少しました。
介護事業においては、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底するとともに、入居率と
サービス利用率の向上を目指し取り組んだ結果、期中平均顧客数は前年同期比105.4％と
なりました。フードサービス事業では、受発注体制の見直しなどの食材廃棄率を下げる取
り組みを行いました。しかし、在宅ワークの増加で企業からの受注が減ったことに加え、
新規顧客獲得の営業活動も制限されるなど、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受
けました。
この結果、当連結会計年度のセグメントの経営成績は、売上高10,241百万円（前年比

5.1％増）、セグメント損失252百万円（前年は132百万円のセグメント損失）となりまし
た。

② 設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資額は291百万円であります。主に社内システムの開発・導入
への投資173百万円によるものであり、その他、京進小中部（学習塾事業）の１校の移転
に29百万円を投資しました。

③ 他の会社の株式の取得の状況
該当事項はありません。
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23,145
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23,653

△7△7
△0.93△0.93

365

（2）財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第 39 期
（2019年５月期）

第 40 期
（2020年５月期）

第 41 期
（2021年５月期）

第 42 期
（当連結会計年度）
（2022年５月期）

売 上 高（百万円） 20,151 22,027 23,145 23,653
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失（△）（百万円） 499 △88 371 365

親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△）（百万円） 491 500 189 △7
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）（円） 61.08 64.26 24.34 △0.93

総 資 産（百万円） 19,862 23,047 21,736 20,727
純 資 産（百万円） 3,351 3,743 3,760 3,688
１ 株 当 た り 純 資 産 額（円） 430.47 480.84 482.97 473.70

② 当社の財産及び損益の状況

区 分 第 39 期
（2019年５月期）

第 40 期
（2020年５月期）

第 41 期
（2021年５月期）

第 42 期
（当事業年度）

（2022年５月期）
売 上 高（百万円） 12,420 12,439 12,595 12,769
経 常 利 益（百万円） 430 220 553 611
当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失（△）（百万円） 203 △279 263 385

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）（円） 25.33 △35.87 33.80 49.46

総 資 産（百万円） 13,887 15,864 14,399 14,052
純 資 産（百万円） 2,683 2,261 2,371 2,683
１ 株 当 た り 純 資 産 額（円） 344.62 290.45 304.55 344.73
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（3）重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 又 は
出 資 金 議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容

ユーロ ％
Kyoshin GmbH 204,520 100.0 ドイツ在住の日本人子女（小中学生）を対象

とした学習指導
百万円 ％

株式会社五葉出版 10 100.0 損害保険代理店業務、印刷消耗品代理店

万元 ％
広州京進語言技能信息咨詢
有限公司 200 100.0 広州在住の日本人子女（小中学生）を対象と

した学習指導
百万円 ％

株式会社オー・エル・
ジェイ 30 100.0 日本国内における外国人留学生を対象とした

日本語教育
百万円 ％

株式会社アルファビート 12 100.0
資格取得・就職支援
保育士養成講座のサイト運営
リーチング（自立型人間育成プログラム）の
研修サービス

百万円 ％
株式会社ＨＯＰＰＡ 60 100.0 保育事業における保育園の運営

万ＵＳドル ％
Kyoshin USA,Inc. 30 100.0 アメリカ在住の日本人子女（小中高生）を

対象とした学習指導
百万円 ％

株式会社京進ランゲージ
アカデミー 60 100.0 日本国内における外国人留学生を対象とした

日本語教育
百万円 ％

ビーフェア株式会社 30 100.0 保育事業における保育園の運営

百万円 ％
株式会社ＨＯＰＰＡ三鷹 3 100.0 保育事業における保育園の運営

百万円 ％
株式会社アイ・シー・シー 20 100.0 日本国内における外国人留学生を対象とした

日本語教育
百万円 ％

株式会社コペル・インター
ナショナル 30 100.0 成人対象の英会話指導
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会 社 名 資 本 金 又 は
出 資 金 議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％
シンセリティグループ
株式会社 10 100.0 介護事業におけるグループ会社の管理、運営

支援
百万円 ％

株式会社エメラルドの郷 50 100.0 有料老人ホーム及び高齢者施設の運営

百万円 ％
株式会社もぐもぐ 10 100.0 高齢者施設給食サービス

百万円 ％
ユアスマイル株式会社 13 100.0 居宅訪問介護事業

百万円 ％
株式会社優空 15 100.0 通所介護、訪問介護、居宅介護支援

万ＡＵドル ％
English Language
Company Australia
Pty Ltd.

10 100.0 オーストラリアにおける留学生を対象とした
英会話指導

百万円 ％
株式会社ダイナミック・
ビジネス・カレッジ 20 100.0 日本国内における外国人留学生を対象とした

日本語教育
百万円 ％

株式会社リッチ 10 100.0 産業給食、宅配弁当販売

百万円 ％
株式会社ヒューマンライフ 40 100.0 介護領域を中心とした職業紹介事業、

資格取得スクール運営
万ＡＵドル ％

SELC Australia Pty Ltd. 20 100.0 オーストラリアにおける留学生を対象とした
語学学校、専門学校事業

（注）１．2022年２月８日開催の取締役会決議に基づき、同年３月１日付で株式会社京進の完全子会社である
株式会社リッチと株式会社もぐもぐの全株式を、当社子会社であるシンセリティグループ株式会社に譲
渡しました。
２．株式会社エメラルドの郷、ユアスマイル株式会社、株式会社優空、株式会社リッチ及び株式会社も
ぐもぐに対する当社の議決権比率は、当社の子会社であるシンセリティグループ株式会社を通じての間
接所有分です。
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（4）対処すべき課題
当社グループは長期的な事業拡大を支え、時代の流れと社会からの要請に応えるため、
様々な領域の事業を展開しております。「ステキな大人が増える未来をつくる」企業になる
ことを当社のグループビジョンとして、今後も永続的に成長を続ける企業グループとなる
ため、以下を課題と認識し、取り組んでおります。

① 本気の人材育成
当社グループが永続的に発展するためには、各事業展開を担う優秀な人材の確保と育成
が必要であると認識しております。従業員ひとりひとりがそれぞれの思い描く「ステキな
大人」を目指すことが「本気の人材育成」の根幹にあります。当社グループでは、自分に
足りない部分を補う行動を、当社独自の手法である「リーチング」によって習慣化し、成
長できる人材の育成を行っております。
また、積極的な人事交流や組織の変革も大切なことであり、その結果、新しい視点で気
づき、考え、判断し、行動することにより、成長を実感できる機会が増えると考えており
ます。成長を実感することでやる気を引き出し、ひとりひとりの成長に繋げてまいります。

② 徹底した収益性向上への対応
当社グループは、学習塾や語学教育、保育、介護、フードサービス、キャリア支援とい
った多くの事業を展開しております。
各事業において、他社が追随することのできない、京進だからこそできる独自の商品や
サービスの開拓を全速力で進める必要があります。目指すべきは、決して目先の利益では
なく、独自性を追求した上での「将来を見据えた収益性の向上」です。加えて、業務の棚
卸と見直しを行い、不採算拠点の統廃合、オンラインの活用などにより経費を適正にコン
トロールすることで、収益性を向上させることが重要な課題であると認識しております。

③ グローバルな事業展開
アジア諸国では、教育の高度化が進む一方で、高齢化という日本と共通の課題を抱えて
います。日本から海外への人やサービスの輸出だけでなく、国内市場における海外人材の
活用という、双方向の人材交流で「グローバル戦略」を実行していく必要があります。
グローバル事業を成功に導くには、激動する世界において、当社グループが競争力を発
揮できる場がどこにあるかを見極めることが重要です。
学習塾事業から始まり、介護事業を含む多くの事業を展開しながら私たちが培ってきた
ノウハウと強みを活かし、さらに質を高め、活動を世界へと展開してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し
あげます。
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（5）主要な事業内容（2022年５月31日現在）

＜学習塾事業＞
事業 主要な事業内容

集合学習塾
（幼児・小中学生）

幼児を対象とする「京進ぷれわん」で、小学校受験を目指した学習指導。
小中学生を対象とする「京進小中部」で、小学１年生～中学３年生を対象に中学・高校
受験合格及び学力向上を目指した学習指導。
子会社Kyoshin GmbHは「京進デュッセルドルフ校」「京進ミュンヘン校」、広州京進
語言技能信息咨詢有限公司は「京進広州校」として、日本人子女を対象とした集合指導
の学習塾を運営。

集合学習塾
（高校生）

ブランド名は「京進ＴＯＰΣ(トップシグマ)」。高校１～３年生(現役高校生)が対象。大
学現役合格及び学力向上を目指した学習指導。一部、中学生対象授業も実施。通塾生向
け映像授業「京進ｅ予備校」の提供。

個別指導塾
（小～高校生）

ブランド名は「京進スクール・ワン」。小学１年生～高校３年生が対象。受験合格及び
学力向上を目指した個別学習指導。通塾生向け映像授業「京進ｅ予備校」やインターネ
ット学習「京進e-DES」の提供。
子会社Kyoshin USA,Inc.は、「京進スクール・ワンＮＹハリソン教室」として、日本人
子女を対象とする個別指導の学習塾を運営。

フランチャイズ事業 個別指導「京進スクール・ワン」のフランチャイズ教室の教室開設指導や運営指導。

＜語学関連事業＞
事業 主要な事業内容

英会話事業

「本当に話せる英会話教室」を目指した英会話指導。
幼児を主な対象とする「ユニバーサルキャンパス」。
成人を対象とする「コペル英会話」。(子会社株式会社コペル・インターナショナルが運
営)
オーストラリアにおける留学生を対象とする語学学校、専門学校。(子会社English
Language Company Australia Pty Ltd.及びSELC Australia Pty Ltd.が運営)

日本語教育事業
日本国内における外国人留学生を対象とする日本語教育。ブランド名は「京進ランゲー
ジアカデミー」。(当社及び子会社株式会社オー・エル・ジェイ、株式会社京進ランゲー
ジアカデミー、株式会社アイ・シー・シー、株式会社ダイナミック・ビジネス・カレッ
ジが運営)
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事業 主要な事業内容

国際人材交流事業 日本国内で就労を希望する専門知識を有する外国人人材の日本語教育と日本企業への紹
介。ミャンマーにおける日本語教育。国際貢献活動の運営。

キャリア支援事業
インターネットによる人材紹介とリーチング(自立型人間育成プログラム)の研修サービ
ス。(子会社株式会社アルファビートが運営)
介護関連資格取得スクールの運営と就職支援。(子会社株式会社ヒューマンライフが運
営)

＜保育・介護事業＞
事業 主要な事業内容

保育事業
０～５歳児が対象。「知育」を特長としたカリキュラムによる保育園の運営、自治体か
らの許認可を受けた保育園の運営。ブランド名は「ＨＯＰＰＡ」「ビーフェア」。(当社
及び子会社株式会社ＨＯＰＰＡ、ビーフェア株式会社、株式会社ＨＯＰＰＡ三鷹が運
営)

介護事業
高齢者介護施設の運営、訪問介護サービス、デイサービス、介護用品販売等。(子会社
シンセリティグループ株式会社の子会社(当社孫会社)株式会社エメラルドの郷、ユアス
マイル株式会社、株式会社優空が運営)

フードサービス事業 高齢者施設への配食、産業給食・宅配弁当販売。(子会社シンセリティグループ株式会
社の子会社(当社孫会社)株式会社もぐもぐ及び株式会社リッチが運営)

（注）上記以外の事業としましては、子会社の株式会社五葉出版が、主に当社で使用する印刷消耗品取引の代
理業務を行っております。
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（6）主要な事業所及び子会社（2022年５月31日現在）
① 当社
本社 京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382番地１
主要な事業所（事業所数）
＜国内＞
教室 京都府下 71 滋賀県下 70 大阪府下 35

兵庫県下 34 奈良県下 20 愛知県下 38
広島県下 12 東京都下 34 神奈川県下 14
千葉県下 15 岡山県下 1 徳島県下 1
三重県下 1 茨城県下 1 福岡県下 2
沖縄県下 2
（注）上記には、国内関係会社が営業する保育園・日本語学校・英会話教室を含みま

す。
ＦＣ 京都府下 9 滋賀県下 7 大阪府下 15

兵庫県下 4 奈良県下 3 愛知県下 27
和歌山県下 2 広島県下 5 東京都下 2
神奈川県下 11 千葉県下 1 茨城県下 3
埼玉県下 1 岐阜県下 2 三重県下 6
岡山県下 2 徳島県下 1 香川県下 1
福岡県下 2 鹿児島県下 3 石川県下 2
北海道下 2 福島県下 1
（注）ＦＣ:フランチャイズ契約をしている事業所です。

介護施設等 大阪府下 28 兵庫県下 4 埼玉県下 5
東京都下 2 広島県下 3 福岡県下 5
（注）国内関係会社が営業する有料老人ホーム・高齢者施設等、介護事業に付随する

事業所及びフードサービス事業に付随する事業所です。
人材紹介・
職業紹介

京都府下 1 大阪府下 1 沖縄県下 1

（注）上記には、国内関係会社が営業する事業所を含みます。
＜海外＞
教室 ドイツ国内 2 中国国内 1

アメリカ国内 1 オーストラリア国内 2
（注）海外関係会社が営業する事業所です。
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② 子会社
＜国内＞

株式会社五葉出版 京都府京都市
株式会社オー・エル・ジェイ 東京都豊島区
株式会社京進ランゲージアカデミー 東京都新宿区
株式会社アイ・シー・シー 茨城県水戸市
株式会社ダイナミック・ビジネス・カレッジ 東京都荒川区
株式会社コペル・インターナショナル 東京都港区
株式会社アルファビート 東京都新宿区
株式会社ヒューマンライフ 大阪府大阪市
株式会社ＨＯＰＰＡ 京都府京都市
ビーフェア株式会社 東京都千代田区
株式会社ＨＯＰＰＡ三鷹 東京都三鷹市
シンセリティグループ株式会社 大阪府大阪市
株式会社エメラルドの郷※ 大阪府大阪市
ユアスマイル株式会社※ 大阪府大阪市
株式会社優空※ 大阪府大阪市
株式会社リッチ※ 大阪府大阪市
株式会社もぐもぐ※ 大阪府大阪市
（注）※５社は、シンセリティグループ株式会社の子会社です。

＜海外＞
Kyoshin GmbH ドイツ
広州京進語言技能信息咨詢有限公司 中 国
Kyoshin USA,Inc. アメリカ
English Language Company Australia Pty Ltd. オーストラリア
SELC Australia Pty Ltd. オーストラリア
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（7）使用人の状況（2022年５月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況
事 業 部 門 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

学習塾事業
小 中 ・ 幼 児 教 育 ２４５ （６３８）名 ２名増 （７名減）
高 校 ７７ （２４９） ５名増 （９名減）
個 別 指 導 ２２２ （３，１９８） ３名増 （６２名増）
Ｆ Ｃ １６ （４） １名増 （±０）
教 務 ２３ （２１） １名増 （２名増）

語学関連事業
日 本 語 教 育 １３７ （３０２） １２名減 （１０名減）
国 際 人 材 交 流 ７ （０） １名増 （±０）
英 会 話 ９３ （１８８） ８名減 （４名減）
キ ャ リ ア 支 援 １６ （３） １名減 （１名減）

保育・介護事業
保 育 ９７１ （３４７） ５８名増 （２３名増）
介 護 ・ フ ー ド サ ー ビ ス ２８１ （５４５） １３名増 （８名減）

全社（共通） １０６ （３３） １６名増 （２名増）
合 計 ２，１９４ （５，５２８） ７９名増 （５０名増）

（注）１．使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は、連結会計年度中の平均人数を（ ）内に外数で記載し
ております。

２．2022年３月１日付の組織変更に伴い、当連結会計年度末より、事業部門のセグメント区分を変更し
ております。なお、前連結会計年度末比は、前連結会計年度末の人数を組織変更後の報告セグメン
トの区分に基づき集計し、比較しております。

３．全社（共通）に記載の使用人数は、管理部門に所属しているものであります。

② 当社の使用人の状況
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
８８０名 （４，２８９名） ４名増 （５５名増） ３７．１歳 １０．９年

（注）１．使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は、年間の平均人数を（ ）内に外数で記載しておりま
す。

２．子会社から当社への出向社員は上記に含めております。また、当社から子会社への出向社員（１１
名）は上記に含めておりません。
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（8）主要な借入先の状況（2022年５月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,920百万円
株 式 会 社 滋 賀 銀 行 870百万円
株 式 会 社 り そ な 銀 行 764百万円

（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
特記すべき事項はありません。

２．株式の状況（2022年５月31日現在）
（1）発行可能株式総数 22,640,000株
（2）発行済株式の総数 8,396,000株
（3）株主数 1,911名
（4）大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株式会社ＴＣＫホールディングス 2,811千株 36.10％
京 進 社 員 持 株 会 416 5.34
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 342 4.39
京 進 取 引 先 持 株 会 317 4.07
立 木 康 之 250 3.21
株 式 会 社 京 都 銀 行 208 2.67
株 式 会 社 滋 賀 銀 行 206 2.65
石 田 里 実 200 2.57
立 木 七 奈 200 2.57
京 都 中 央 信 用 金 庫 133 1.71

（注）１．当社は、自己株式（610,258株）を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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３．新株予約権等の状況
（1）当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株

予約権の状況
該当事項はありません。

（2）当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

４．会社役員の状況
（1）取締役の状況（2022年５月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 ・ 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 会 長 立 木 貞 昭
代 表 取 締 役 社 長 福 澤 一 彦
専 務 取 締 役 立 木 康 之

常 務 取 締 役 松 本 敏 照 管理本部長
株式会社五葉出版 代表取締役

取 締 役 樽 井 みどり 企画本部長

取 締 役 上 坊 孝 次 第三運営本部長
株式会社オー・エル・ジェイ 代表取締役
株式会社京進ランゲージアカデミー 代表取締役
株式会社アイ・シー・シー 代表取締役
株式会社ダイナミック・ビジネス・カレッジ 代表取締役
株式会社アルファビート 代表取締役
株式会社ヒューマンライフ 代表取締役

取 締 役 関 隆 彦 第四運営本部長
株式会社コペル・インターナショナル 代表取締役
English Language Company Australia Pty Ltd. 取締役
SELC Australia Pty Ltd. 取締役
シンセリティグループ株式会社 代表取締役
株式会社エメラルドの郷 代表取締役
株式会社優空 代表取締役
ユアスマイル株式会社 代表取締役
株式会社もぐもぐ 代表取締役
株式会社リッチ 代表取締役
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地 位 氏 名 担 当 ・ 重 要 な 兼 職 の 状 況

取締役（監査等委員） 市 原 洋 晴 税理士法人市原会計 代表社員
ＹＨ株式会社 代表取締役

取締役（監査等委員） 竹 内 由 起 京都弁護士会交通事故委員会 委員
京都弁護士会綱紀委員会 委員
近畿地方社会保険医療協議会 臨時委員
立命館大学法科大学院 客員教授

取締役（監査等委員） 小 川 雅 人 株式会社大貴 代表取締役会長
株式会社ＪＲＥＤ 代表取締役社長

（注）１．取締役（監査等委員）市原洋晴氏、竹内由起氏及び小川雅人氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員）市原洋晴氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度
の知見を有しております。

３．監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査
を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定し
ておりません。

４．当社は、取締役（監査等委員）市原洋晴氏、竹内由起氏及び小川雅人氏を東京証券取引所の定めに
基づく独立役員として指定し、届け出ております。

５．取締役（監査等委員）佐々木智海氏は、2021年８月26日開催の第41期定時株主総会終結の時をも
って任期満了により退任いたしました。

６．当事業年度中における取締役の地位・担当並びに重要な兼職の異動は次のとおりであります。

氏 名 異 動 前 異 動 後 異動年月日

立木 康之 常務取締役 専務取締役 2022年3月1日

松本 敏照 取締役 常務取締役 2022年3月1日

樽井 みどり 企画本部長 兼 人事部長 企画本部長 2022年3月1日

竹内 由起 京都弁護士会綱紀委員会 委員 2022年4月1日
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である取締役全員との間で、会社法第427条第１項の規定に基づ
き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当
該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額
としております。

(3) 役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、全取締役（子会社の取締役を含む。）を被保険者として、会社法第430条の
３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これに
より、被保険者が負担することになる損害賠償請求の損害を補填することとしておりま
す。なお、保険料は全額当社が負担しております。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険
者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には
填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
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(4) 取締役の報酬等
① 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に
関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を取締役会
において決議しております。
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能す
ることを考慮した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえ
た適正な水準とすることを基本方針としております。概要は次のとおりです。
・基本報酬
当社の取締役の基本報酬は固定報酬とし、その報酬額は取締役の役位、職責、在位年
数に応じて、当事業年度の業績見込み、従業員の給与水準を考慮しながら、総合的に
換算して決定するものといたします。

・業績連動報酬等並びに非金銭報酬等
当社の取締役の報酬は、企業の短期業績にとらわれることなく、当社の健全な成長、
すなわち長期的な企業価値の持続的向上に取り組めるよう、固定報酬のみとし、業績
連動報酬等並びに非金銭報酬等による支給は行わないものといたします。
・退職慰労金
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬を基本報酬とし、別途、取締役退任時に内規
(「役員退職慰労金規程」)に則った報酬を退職慰労金として支給するものとしておりま
す。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2015年８月20日開催の第35期定時
株主総会において、年額２億５千万円以内と決議いただいております。当該定時株主総
会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は７名です。
取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2015年８月20日開催の第35期定時株主総
会において、年額２千５百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結
時点の取締役（監査等委員）の員数は３名です。
③ 取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、取締役の個人別の報酬等の具体的内容の決定は、取締役会決
議により代表取締役会長 立木貞昭に委任しております。委任する権限の内容は、各取
締役の基本報酬の額の決定であり、委任の理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締
役へ評価配分を行う者は代表取締役会長が最も適していると判断したためです。委任に
あたって取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、個人別の報酬決定額について
は、監査等委員会が審査し同意を行うこととする旨を附帯決議しております。
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④ 取締役の個人別の報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、基本方針・決定方針を踏まえて取締役
会で検討しております。よって、個人別の報酬等の内容は方針に沿ったものであると判
断しております。

⑤ 取締役の報酬等の総額
区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額

取締役（監査等委員を除く） 7名 149百万円
取 締 役（監 査 等 委 員） 4名 11百万円
（うち社外取締役） （4名） （11百万円）
合 計 11名 161百万円

（うち社外役員） （4名） （11百万円）
（注）１．取締役（監査等委員を除く）の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりませ

ん。
２．上記には、2021年8月26日開催の第41期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等
委員）1名（うち社外取締役1名）が含まれております。

３．上記報酬等の額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額13百万円（取締役（監査等
委員を除く）7名に対し13百万円、取締役（監査等委員）4名（うち社外取締役4名）に対し0百万
円）が含まれております。

４．上記報酬等の額のほか、2021年8月26日開催の第41期定時株主総会において決議された「退任取
締役（監査等委員であるものを除く。）及び退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の
件」に基づき、2021年2月28日付をもって辞任した取締役（監査等委員を除く）1名及び同総会終
結の時をもって退任した取締役（監査等委員）1名（うち社外取締役1名）に対し支払った退職慰労
金は以下のとおりであります。
・取締役（監査等委員を除く）1名に対し20百万円、取締役（監査等委員）1名（うち社外取締役1
名）に対し0百万円（過年度の事業報告において役員の報酬等の総額に含めた取締役の退職慰労引当
金の繰入額として、取締役（監査等委員を除く）1名20百万円、取締役（監査等委員）1名（うち社
外取締役1名）0百万円が含まれております。）

（5）社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役（監査等委員）市原洋晴氏は、税理士法人市原会計の代表社員及びＹＨ株式会社
の代表取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
・取締役（監査等委員）竹内由起氏は、京都弁護士会交通事故委員会及び綱紀委員会の委
員、近畿地方社会保険医療協議会の臨時委員及び立命館大学法科大学院の客員教授であ
ります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
・取締役（監査等委員）小川雅人氏は、株式会社大貴の代表取締役会長及び株式会社ＪＲ
ＥＤの代表取締役社長であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
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② 取締役会及び監査等委員会への出席状況及び発言状況

主な活動状況及び社外取締役が果たすことが
期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役
（監査等委員） 市 原 洋 晴

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、監査等委
員会14回の全てに出席いたしました。取締役会においては、主に
税理士としての専門的見地から発言を行い、取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するために貢献いたしました。また、監査等
委員会においては、取締役の職務の執行についての意見を述べるほ
か、財務・会計に関する監査を担い、当社の社外取締役として業務
執行に対する監督等の役割を果たしております。

取 締 役
（監査等委員） 竹 内 由 起

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、監査等委
員会14回の全てに出席いたしました。取締役会においては、弁護
士として法律に関する専門的な知識と経験から発言を行い、取締役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために貢献いたしまし
た。また、監査等委員会においては、監査結果についての意見交換
を行い、幅広い経験と高い見識に基づき、当社の社外取締役として
業務執行に対する監督等の役割を果たしております。

取 締 役
（監査等委員） 小 川 雅 人

社外取締役就任後に開催された取締役会10回の全てに出席し、監
査等委員会10回の全てに出席いたしました。取締役会においては、
企業経営の豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営から独立した客
観的・中立的な立場から発言を行い、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するために貢献いたしました。また、監査等委員
会においても、その高い見識に基づき、当社の社外取締役として業
務執行に対する監督等の役割を果たしております。
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５．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

ＰｗＣ京都監査法人

（2）報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 30百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額 30百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報
酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根
拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について
同意の判断をいたしました。

（3）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断し

た場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いた
します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する
と認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この
場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまし
て、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
（1）業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その
他会社の業務の適正を確保するための体制を定めております。その内容の概要は以下のとお
りであります。
① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
各役員は、服務規律や勤務のありかたを明記した「役員規程」「取締役会規程」「職務権
限規程」等に則り、業務を遂行し日々の活動を行う。また、取締役、執行役員及び監査部
長で構成される「内部統制会議」を開催し、コンプライアンスの徹底及びリスク管理等を
含めた内部統制システムの強化についての体制整備を行う。
また、役員及び従業員等からの組織的又は個人的な法令違反行為・財務報告の信頼性に
重大な影響を与える行為、企業倫理違反行為等に関する通報の適正な処理の仕組みを定め
ることにより、違法行為等の早期発見と是正を図り、もって、コンプライアンス経営の強
化に資することを目的として、「京進グループ内部通報制度運用規程」を設ける。当規程
に則り、法令上疑義のある行為等について、役員及び社員等が、直接情報提供を行う手段
として電話回線及びインターネットによるホットライン（内部・外部）を設置・運営す
る。会社は、通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わない。
インサイダー取引の防止のため、「京進グループ内部者取引管理規程」に則り運用を行
う。
財務報告の信頼性確保に関しては、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に対応す
るため、会社で定めた「Ｊ-ＳＯＸ委員会規程」に則り、「Ｊ-ＳＯＸ委員会」を設置し、信
頼性確保の体制づくりを行う。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
社内で定められた「文書取扱規程」「機密情報管理規程」に基づき、文書又は電磁的媒
体（以下「文書等」という。）の保存及び管理を行う。取締役の職務執行に係る情報とし
て、「株主総会議事録」「取締役会議事録」「内部統制会議議事録」について文書等に記録
し、保存する。リスク管理委員会のもとで統括しているリスク管理小委員会の活動につい
ては、内部統制会議にて報告・審議する。監査等委員は、常時これらの文書等を閲覧でき
るものとする。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理全体を統括する組織として、代表取締役社長（以下「社長」という。）を統
括責任者とし、取締役、本部長、部長で構成される「リスク管理委員会」を設置する。ま
た、会社で定めた「リスク管理委員会規程」に則り、その下部組織として、各部から選任
されたメンバーで構成される「リスク管理小委員会」を設置する。
2022年度の小委員会は、安全対策委員会、Ｊ-ＳＯＸ委員会、コンプライアンス委員
会、ハラスメント防止委員会、衛生委員会、事業継続計画委員会、関係会社リスク委員会
の計７委員会である。
また、危機発生時には会社が定めた「危機管理規程」に則り適切迅速に対応する。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役は、定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行

状況の監督等を行う。最重要事項については取締役会の決議、重要事項については「稟議
規程」に則り決定し、その業務執行については、取締役会で決定した担当取締役が、その
権限と責任の下で遂行する。
業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ、中長期経営計画及び各年度予算を立

案し、全社的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・
実行する。また、「組織規程」「職務権限規程」「業務分掌規程」により、当社の機構及び
職位並びに指揮命令の系列を定め、業務の適切な運営と効率化を図る。
当社の目的、企業理念、経営計画への投資家その他のステークホルダーの理解を得るこ

とで当社の事業が効率的に運営できるように、社内にＩＲ担当役員を置き、適宜情報開示
を適切に実施するとともに、ＩＲ説明会等へのサポートを実施する。
⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「就業規則」を遵守し日々の業務を遂行する。企業倫理をはじめとするコンプライアン
ス体制に係る規程として「京進倫理行動指針」を制定し、法令・定款及び社会規範を遵守し
た行動をとるための行動規範とする。また「京進倫理行動指針」に加え、組織価値観に基
づく行動指針や法令遵守について行動レベルまでブレイクダウンして記載した「京進ハン
ドブック」を全従業員に配布し、日々意識して取り組む。これらに基づいたコンプライア
ンス教育を実施し、従業員の法令・企業倫理の遵守を徹底する。
業務における適法・適正な手続き・手順については、社内規程類を整備し、運用する。
適法・適正な業務運営が行われていることを確認するため、業務執行部門とは独立した
社長直轄の監査部により、監査を実施する。
⑥ 会社並びに親会社及び関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための
体制
関係会社に関しては「関係会社管理規程」に従い、各関係会社を統括する本部長を任命

し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与える。
なお、関係会社における経営上の重要事項の決定を当社の事前承認事項とすること等に
より、関係会社における業務の適正を確保する。
業務における適法・適正な手続き・手順については、関係会社に関する規程類を整備
し、運用する。
当社の各事業部においては、グループウェア等を用いて情報共有と、報告体制をとると
ともに、コンプライアンス研修など、必要な研修も実施する。
適法・適正な業務運営が行われていることを確認するため、当社の監査部が定期的に関
係会社に赴いて監査を実施する。
⑦ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用
人に関する事項
監査等委員会の職務は、監査等委員会事務局においてこれを補助する。
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⑧ 前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項
及び前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、監査等委員会の指揮命令に
従うものとし、その命令に関して、取締役（監査等委員である取締役を除く。）等から指
揮命令を受けないものとする。
⑨ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告するため
の体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのあ

る事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査等委員会に報告する。
また、監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握
するため、「内部統制会議」「本部長会議」「戦略会議」「部長会」「全社経営会議」などの
重要な会議に出席できるとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲
覧し、必要に応じて取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は社員にその説明を求
めることとする。
⑩ 前号の報告をしたものが当該報告を理由として不利益な取り扱いを受けないことを確保
するための体制
当社及び関係会社は、「京進グループ内部通報制度運用規程」に則り、報告をしたこと
を理由に不利益な取り扱いを受けない対応をする。
⑪ 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について
生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について、当社に対し会社法第399条の２第４項に基づく
費用の前払い等の請求をした場合、当該費用又は債務が監査等委員の職務の執行に必要で
ないと証明した場合を除き、速やかに処理をする。

⑫ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役会長及び社長と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課
題等についての意見を交換する。また、監査等委員会は、当社の会計監査人であるＰｗＣ
京都監査法人と連携をとり、会計監査報告を受けるとともに、情報の交換を行う。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社において定める、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制の、2021年６月１日から2022年
５月31日までの期間の運用状況は以下のとおりであります。
① 法令遵守等
取締役及び執行役員で構成される内部統制会議において、コンプライアンスの徹底及び
リスク管理等を含めた内部統制システムの強化について審議を行い、施策に反映していま
す。
従業員に対してはコンプライアンス委員会及び安全対策委員会を通じて、法令・定款及
び社会規範を遵守した行動をとるための啓発・教育を行っています。
従業員の自己成長、現状把握と課題の明確化、組織価値観の浸透を目的として全従業員

に配布している「京進ハンドブック」にも、社会規範や法令遵守に関する項目を掲載し、
啓発を行っています。
日々の日報やミーティングにおいて発見された課題については、経営品質向上活動（会

議等）を中心に全社的な枠組みでとり上げて議論を行い、改善施策の検討を行っていま
す。
財務報告の信頼性確保のために「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本
計画書」に則り、Ｊ-ＳＯＸ委員会事務局及び内部監査部門（監査部）にて内部評価に当
たりました。評価結果は監査法人と協議し、指導を受けるとともに、取締役に報告・レビ
ュー（８月に１回）を行い、組織内にフィードバック・改善を行っております。
社内で適法・適正な業務運営が行われていることを確認するため、業務執行部門とは独
立した社長直轄の監査部が、毎月の監査計画に基づき、事業所を訪問又はWeb会議シス
テム等を利用して内部監査を行っています。その結果は、毎月とりまとめたものを監査部
から社長、監査等委員会事務局、部門長に報告しています。また、三様監査の実効性を高
めるため、監査等委員会事務局は会計監査人、内部監査部門と協議の場を設けています。
② 情報の保存及び管理
取締役会及び重要な会議・委員会ごとに事務局を定め、各種議事録の作成を行うととも
に、その他情報の保存管理の徹底を図っています。記録文書は、取締役、監査等委員の求
めがあれば随時、閲覧提供しています。
③ 損失の危険の管理
各リスク管理小委員会において、今年度の方向性、現在認識されているリスク及び重大

なリスクに発展する可能性がある事象の共有と、未然防止策等の課題を検討しました。
④ 取締役の効率的職務執行
定時取締役会（毎月１回開催）においては、会社の経営に関わる重要事項及び重要規程

の改定について付議され、決議しています。
会社の重要事項は「稟議規程」に則り決定し、その内容は、翌月の取締役会において、

取締役及び監査等委員に報告されています。

2022年07月26日 11時13分 $FOLDER; 27ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 29 ―

⑤ グループ全体の業務の適正
関係会社の経営上の重要事項の決定は、「関係会社管理規程」に従い、任命された担当
取締役を介して当社の取締役会、稟議申請等の手続きを経ることによって、当社が事前承
認を行い、関係会社の業務の適正を確保しています。
関係会社において適法・適正な業務運営が行われていることを確認するために、当社の

監査部が定期的に関係会社を訪問又はWeb会議システム等を利用して監査を実施してい
ます。
リスク管理小委員会のひとつである関係会社リスク委員会を開催し、関係会社の現状把
握・課題の抽出を行い、解決の具体案を作成すべく取り組みを進めています。
⑥ 監査等委員会の監査が実効的に行われるための体制
毎月１回開催される定時取締役会、部長会には監査等委員全員が、内部統制会議、本部

長会議、全社経営会議、戦略会議等の重要会議には監査等委員会事務局長が出席して、重
要な意思決定の過程及び業務の執行状況を監査等委員に報告しています。また、当期間に
開催されたコンプライアンス委員会、関係会社リスク委員会にも事務局長が出席して発生
しうるリスク・課題について認識したものを監査等委員に報告して、問題の確認と共有を
しております。
監査等委員会は、当社会計監査人であるＰｗＣ京都監査法人より四半期ごとに、レビュ

ーの報告を受け、その機会に会社の課題等についてディスカッションを行っております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2022年５月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
商 品
貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他
無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
敷 金 及 び 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

4,783,673
3,219,092
805,397
63,776
18,711
711,006
△34,310

15,944,100
11,503,316
6,555,056
2,753,453
1,900,143

3,944
290,718
1,610,168
1,203,079
407,088
2,830,615
113,353
948,533
1,585,309
185,054
△1,635

流 動 負 債 7,938,918
買 掛 金 90,090
短 期 借 入 金 2,600,000
１年内返済予定の長期借入金 1,500,409
リ ー ス 債 務 96,775
未 払 金 788,741
未 払 法 人 税 等 259,206
前 受 金 1,335,139
賞 与 引 当 金 136,333
資 産 除 去 債 務 9,104
そ の 他 1,123,118

固 定 負 債 9,100,764
長 期 借 入 金 3,626,068
リ ー ス 債 務 2,100,079
退職給付に係る負債 1,894,135
役員退職慰労引当金 226,965
資 産 除 去 債 務 336,299
繰 延 税 金 負 債 786,756
そ の 他 130,459

負 債 合 計 17,039,682
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 3,632,360
資 本 金 327,893
資 本 剰 余 金 263,954
利 益 剰 余 金 3,736,434
自 己 株 式 △695,920
その他の包括利益累計額 55,729
その他有価証券評価差額金 37,507
為 替 換 算 調 整 勘 定 66
退職給付に係る調整累計額 18,155
純 資 産 合 計 3,688,090

資 産 合 計 20,727,773 負 債 ・ 純 資 産 合 計 20,727,773
（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連 結 損 益 計 算 書

（2021
2022

年
年
６
５
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 23,653,621
売 上 原 価 18,519,118
売 上 総 利 益 5,134,502

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,969,157
営 業 利 益 165,345

営 業 外 収 益
受 取 利 息 426
受 取 配 当 金 2,944
為 替 差 益 38,301
助 成 金 収 入 45,842
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 376
補 助 金 収 入 222,528
そ の 他 44,648 355,068

営 業 外 費 用
支 払 利 息 151,470
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 1,256
そ の 他 1,888 154,615
経 常 利 益 365,798

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 241
移 転 補 償 金 9,876 10,118

特 別 損 失
減 損 損 失 78,385
固 定 資 産 除 却 損 445
投 資 有 価 証 券 評 価 損 1,776
賃 貸 借 契 約 解 約 損 3,000 83,607

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 292,309
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 451,220
法 人 税 等 調 整 額 △151,643 299,576
当 期 純 損 失 △7,267
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 △7,267

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結株主資本等変動計算書

（2021
2022

年
年
６
５
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
2021 年 ６ 月 １ 日 残 高 327,893 263,954 3,844,302 △695,920 3,740,229
会計方針の変更による累積的影響額 － － △43,765 － △43,765
会計方針の変更を反映した当期首残高 327,893 263,954 3,800,537 △695,920 3,696,464
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △56,835 △56,835
親会社株主に帰属する当期純損失(△) △7,267 △7,267
株主資本以外の項目の連結会計
年 度 中 の 変 動 額（純額）
連結会計年度中の変動額合計 － － △64,103 － △64,103
2022 年 ５ 月 31 日 残 高 327,893 263,954 3,736,434 △695,920 3,632,360

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純資産合計その他有価証券

評価差額金
為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

2021 年 ６ 月 １ 日 残 高 27,038 17,777 △24,740 20,074 3,760,304
会計方針の変更による累積的影響額 － － － － △43,765
会計方針の変更を反映した当期首残高 27,038 17,777 △24,740 20,074 3,716,539
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △56,835
親会社株主に帰属する当期純損失(△) △7,267
株主資本以外の項目の連結会計
年 度 中 の 変 動 額（純額） 10,469 △17,710 42,896 35,654 35,654

連結会計年度中の変動額合計 10,469 △17,710 42,896 35,654 △28,448
2022 年 ５ 月 31 日 残 高 37,507 66 18,155 55,729 3,688,090

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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貸 借 対 照 表
（2022年５月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
商 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
短 期 貸 付 金
関係会社短期貸付金
１年内回収予定の関係会社長期貸付金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
長 期 貸 付 金
関係会社長期貸付金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
敷 金 及 び 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

2,446,494
888,766
205,968
50,114
11,588
254,370

619
816,776
265,547
76,597

△123,854
11,606,249
4,346,924
2,294,337
49,486
387

54,169
1,839,342
109,201
369,280
275,247
94,032

6,890,044
112,563
3,267,564

5,937
1,346

1,598,293
70,027
871,230
1,001,383
35,322
△73,624

（負 債 の 部）
流 動 負 債 6,034,946
買 掛 金 22,172
短 期 借 入 金 2,600,000
１年内返済予定の長期借入金 1,406,973
リ ー ス 債 務 11,422
未 払 金 544,259
未 払 費 用 344,690
未 払 法 人 税 等 172,434
未 払 消 費 税 等 155,776
前 受 金 682,990
賞 与 引 当 金 33,295
資 産 除 去 債 務 9,104
そ の 他 51,827

固 定 負 債 5,333,804
長 期 借 入 金 2,939,257
リ ー ス 債 務 103,168
退 職 給 付 引 当 金 1,914,031
役員退職慰労引当金 226,965
資 産 除 去 債 務 128,424
そ の 他 21,959

負 債 合 計 11,368,751
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 2,646,744
資 本 金 327,893
資 本 剰 余 金 263,954
資 本 準 備 金 263,954
利 益 剰 余 金 2,750,817
利 益 準 備 金 41,000
そ の 他 利 益 剰 余 金 2,709,817
任 意 積 立 金 1,310,000
圧 縮 積 立 金 69,014
繰 越 利 益 剰 余 金 1,330,802

自 己 株 式 △695,920
評 価 ・ 換 算 差 額 等 37,248
その他有価証券評価差額金 37,248
純 資 産 合 計 2,683,992

資 産 合 計 14,052,744 負 債 ・ 純 資 産 合 計 14,052,744
（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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損 益 計 算 書

（2021
2022

年
年
６
５
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 12,769,851
売 上 原 価 9,052,738
売 上 総 利 益 3,717,113

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,397,612
営 業 利 益 319,500

営 業 外 収 益
受 取 利 息 31,895
受 取 配 当 金 36,157
為 替 差 益 19,148
業 務 受 託 手 数 料 248,292
補 助 金 収 入 32,399
そ の 他 9,181 377,075

営 業 外 費 用
支 払 利 息 29,224
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 55,442
そ の 他 3 84,670
経 常 利 益 611,905

特 別 利 益
有 価 証 券 売 却 益 241
移 転 補 償 金 9,876 10,118

特 別 損 失
減 損 損 失 70,511
固 定 資 産 除 却 損 445
投 資 有 価 証 券 評 価 損 1,776
賃 貸 借 契 約 解 約 損 3,000 75,733

税 引 前 当 期 純 利 益 546,290
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 224,745
法 人 税 等 調 整 額 △63,531 161,213
当 期 純 利 益 385,076

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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株主資本等変動計算書

（2021
2022

年
年
６
５
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金
合 計 利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計任意積立金 圧縮積立金 繰 越 利 益

剰 余 金
2021年６月１日 残高 327,893 263,954 263,954 41,000 1,310,000 83,016 1,014,300 2,448,316
会計方針の変更による累積的影響額 △25,739 △25,739
会計方針の変更を反映した当期首残高 327,893 263,954 263,954 41,000 1,310,000 83,016 988,560 2,422,577
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △56,835 △56,835
当 期 純 利 益 385,076 385,076
圧 縮 積 立 金 の 取 崩 △14,002 14,002 －
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 － － － － － △14,002 342,242 328,240
2022年５月31日 残高 327,893 263,954 263,954 41,000 1,310,000 69,014 1,330,802 2,750,817

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2021年６月１日 残高 △695,920 2,344,243 26,899 26,899 2,371,142
会計方針の変更による累積的影響額 △25,739 △25,739
会計方針の変更を反映した当期首残高 △695,920 2,318,503 26,899 26,899 2,345,402
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △56,835 △56,835
当 期 純 利 益 385,076 385,076
圧 縮 積 立 金 の 取 崩 － －
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） 10,349 10,349 10,349

事業年度中の変動額合計 － 328,240 10,349 10,349 338,589
2022年５月31日 残高 △695,920 2,646,744 37,248 37,248 2,683,992

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2022年７月19日
株式会社 京 進
取締役会 御中

Ｐ w Ｃ 京 都 監 査 法 人
京都事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公 認 会 計 士 中 村 源 ㊞
指 定 社 員
業務執行社員 公 認 会 計 士 浦 上 卓 也 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社京進の2021年６月１日から2022年５

月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社京進及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断
した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計
算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら
れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに
連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
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監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2022年７月19日

株式会社 京 進
取締役会 御中

Ｐ w Ｃ 京 都 監 査 法 人
京都事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公 認 会 計 士 中 村 源 ㊞
指 定 社 員
業務執行社員 公 認 会 計 士 浦 上 卓 也 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社京進の2021年６月１日から

2022年５月３１日までの第４２期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等
の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算
書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2021年６月１日から2022年５月31日までの第42期事業年度におけ
る取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報
告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する

取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）
について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しま
した。

① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携
の上、部長会等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関
する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社
及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社につい
ては、子会社の取締役及び従業員等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて
事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品
質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を
受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書
並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及
び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行
についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人ＰｗＣ京都監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人ＰｗＣ京都監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年７月22日
株 式 会 社 京 進 監査等委員会
監査等委員 市 原 洋 晴 ㊞
監査等委員 竹 内 由 起 ㊞
監査等委員 小 川 雅 人 ㊞

（注）監査等委員 市原洋晴、竹内由起及び小川雅人は会社法第２条第15号及び第331条
第６項に規定する社外取締役であります。

以 上
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
第42期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたし
まして、以下のとおりといたしたいと存じます。
① 配当財産の種類
金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき、７円54銭といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は、58,704,495円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年８月26日といたしたいと存じます。
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第２号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70 号）附則第1条ただし書きに規定する
改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備え
るため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
(１) 変更案第14条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措

置をとる旨を定めるものであります。
(２) 変更案第14条第２項は、書面交付請求をした株主様に交付する書面に記載する事項の

範囲を限定するための規定を設けるものであります。
(３) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第14条）は

不要となるため、これを削除するものであります。
(４) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）
現行定款 変更案

（株主総会参考書類等のインターネット開示
とみなし提供）
第14条 当会社は、株主総会の招集に関し、

株主総会参考書類、事業報告、計算
書類及び連結計算書類に記載又は表
示をすべき事項に係る情報を、法務
省令に定めるところに従いインター
ネットを利用する方法で開示するこ
とにより、株主に対して提供したも
のとみなすことができる。

＜削除＞
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現行定款 変更案

＜新設＞

＜新設＞

（電子提供措置等）
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、

株主総会参考書類等の内容である情
報について、電子提供措置をとるも
のとする。

２ 当会社は、電子提供措置をとる事項
のうち法務省令で定めるものの全部
又は一部について、議決権の基準日
までに書面交付請求した株主に対し
て交付する書面に記載しないことが
できる。

（附則）
１．変更前定款第14条（株主総会参考書類等
のインターネット開示とみなし提供）の削
除及び変更後定款第14条（電子提供措置
等）の新設は、2022年9月1日から効力を
生ずるものとする。

２．前項の規定にかかわらず、2023年2月末
日までの日を株主総会の日とする株主総会
については、変更前定款第14条はなお効
力を有する。

３．本附則は、2023年3月1日又は前項の株
主総会の日から3か月を経過した日のいず
れか遅い日後にこれを削除する。
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第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）８名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。以下同じ。）７名全員が本総会終結の時をもって任期
満了となります。
つきましては、退任する代表取締役福澤一彦氏を除く６名に、新たに取締役２名を加えて取締
役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であ
ると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

１

たち き さだ あき

立 木 貞 昭
（1944年４月２日生）

＜再任＞

1975年６月 当社創立 当社理事長
1981年４月 当社設立

当社代表取締役理事長
1997年１月 当社代表取締役社長
2009年５月 当社代表取締役会長（現任）

10,000株

【取締役候補者とした理由】
当社代表取締役社長として長年経営を牽引するとともに、2009年より代表取締役会長として取締役会
の意思決定機能及び監督機能の強化に貢献しております。当社での豊富な業務経験並びに当社の経営
全般に関する深い知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

２

たち き やす ゆき

立 木 康 之
（1977年１月21日生）

＜再任＞

2003年４月 当社入社
2009年３月 当社英会話事業部部長
2014年８月 当社取締役英会話事業部部長
2015年３月 当社取締役第三運営本部長
2015年９月 当社取締役幼児教育事業部部長
2017年３月 当社取締役第二運営本部長
2017年12月 当社常務取締役
2018年４月 当社常務取締役京進これから研究所所長
2022年３月 当社専務取締役（現任）

250,000株

【取締役候補者とした理由】
当社新規事業部門の責任者、グループ内事業会社の代表取締役を歴任するなど、豊富な経験と実績を
有しており、当社企業価値の持続的向上に適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしまし
た。
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株式の数

３

まつ もと とし てる

松 本 敏 照
（1959年５月14日生）

＜再任＞

2004年１月 当社入社
2006年３月 当社ＦＣ事業部部長
2007年３月 当社第二個別指導部長
2010年６月 当社経理部長
2016年３月 当社企画本部長
2017年12月 当社総務本部長 兼 経営企画部長
2018年８月 当社取締役総務本部長 兼 経営企画部長
2020年３月 当社取締役企画本部長 兼 経営企画部長
2021年３月 当社取締役管理本部長
2022年３月 当社常務取締役管理本部長（現任）
〔重要な兼職の状況〕
（株）五葉出版 代表取締役

6,700株

【取締役候補者とした理由】
当社本部において財務、経理等経営管理部門を長年統括しており、その豊富な経験と実績を活かして、
取締役会の構成員として監督から業務執行に至る幅広い視点での職務執行が期待できるため、引き続
き取締役候補者といたしました。

４

たる い み ど り

樽 井 み ど り
（1965年４月６日生）

＜再任＞

1988年２月 当社入社
1997年３月 当社業務改革室長
2000年３月 当社企画部長
2005年５月 当社取締役経営企画部長
2009年３月 当社取締役第一運営本部長
2012年３月 当社取締役総務本部長 兼 総務部長
2014年４月 当社取締役情報システム部長
2016年３月 当社取締役人事・情報本部長

兼 人事部長
2020年３月 当社取締役総務本部長 兼 人事部長
2021年３月 当社取締役企画本部長 兼 人事部長
2022年３月 当社取締役企画本部長（現任）

41,300株

【取締役候補者とした理由】
当社本部において人事部門、経営企画部門などを長年統括しており、その豊富な経験と実績を活かし
て、取締役会の構成員として監督から業務執行に至る幅広い視点での職務執行が期待できるため、引
き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株式の数

５

じょう ぼう こう じ

上 坊 孝 次
（1968年２月29日生）

＜再任＞

1991年10月 当社入社
2000年３月 当社第二小中部長
2007年３月 当社第一個別指導部長
2015年３月 当社高校部長
2016年８月 当社第一運営本部長
2017年12月 当社第三運営本部長（現任）
2018年８月 当社取締役（現任）
〔重要な兼職の状況〕
（株）オー・エル・ジェイ 代表取締役
（株）京進ランゲージアカデミー 代表取締役
（株）アイ・シー・シー 代表取締役
（株）ダイナミック・ビジネス・カレッジ 代表取締役
（株）アルファビート 代表取締役
（株）ヒューマンライフ 代表取締役

7,500株

【取締役候補者とした理由】
当社学習塾部門の責任者、グループ内事業会社の代表取締役を歴任するなど、豊富な経験と実績を有
しており、取締役会の構成員として監督から業務執行に至る幅広い視点での職務執行が期待できるた
め、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株式の数

６

せき たか ひろ

関 隆 彦
（1969年１月17日生）

＜再任＞

1993年10月 当社入社
2004年３月 当社第一小中部長
2007年３月 当社ＦＣ事業部部長
2011年３月 当社保育事業部部長
2017年12月 当社第四運営本部長（現任）
2018年８月 当社取締役（現任）
2019年３月 当社マネジメント推進部長
〔重要な兼職の状況〕
（株）コペル・インターナショナル 代表取締役
English Language Company Australia Pty Ltd.
取締役
SELC Australia Pty Ltd. 取締役
シンセリティグループ（株） 代表取締役
（株）エメラルドの郷 代表取締役
（株）優空 代表取締役
ユアスマイル（株） 代表取締役
（株）もぐもぐ 代表取締役
（株）リッチ 代表取締役

12,100株

【取締役候補者とした理由】
当社学習塾部門、保育事業の責任者、グループ内事業会社の代表取締役を歴任するなど、豊富な経験
と実績を有しており、取締役会の構成員として監督から業務執行に至る幅広い視点での職務執行が期
待できるため、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株式の数

７

あお まつ たけ し

青 松 武 志
（1972年４月10日生）

＜新任＞

2002年12月 当社入社
2015年３月 当社個別指導部長
2016年３月 当社執行役員個別指導部長
2017年12月 当社執行役員第二運営本部長（現任）
〔重要な兼職の状況〕
（株）HOPPA三鷹 代表取締役
ビーフェア（株） 代表取締役
（株）HOPPA 代表取締役

－株

【取締役候補者とした理由】
当社学習塾部門、保育事業の責任者、グループ内事業会社の代表取締役を歴任するなど、豊富な経験
と実績を有しており、取締役会の構成員として監督から業務執行に至る幅広い視点での職務執行が期
待できるため、取締役候補者といたしました。

８

た なか とおる

田 中 亨
（1973年12月28日生）

＜新任＞

2003年３月 当社入社
2014年３月 当社小中部長
2016年３月 当社執行役員小中部長
2017年12月 当社執行役員第一運営本部長（現任）
〔重要な兼職の状況〕
広州京進語言技能信息咨詢有限公司 董事長
Kyoshin USA, Inc. 取締役
Kyoshin GmbH 取締役

－株

【取締役候補者とした理由】
当社学習塾部門、幼児教育事業の責任者、グループ内事業会社の代表取締役を歴任するなど、豊富な
経験と実績を有しており、取締役会の構成員として監督から業務執行に至る幅広い視点での職務執行
が期待できるため、取締役候補者といたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．当社は、全取締役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契

約を保険会社との間で締結しており、これにより、被保険者が負担することとなる損害賠償請求の
損害を補填することとしております。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の
被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
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第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
2020年８月27日開催の第40期定時株主総会において監査等委員である取締役の補欠者とし
て奥村比呂司氏の選任の効力は本総会開始の時までとされておりますので、法令に定める監査等
委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である取締役の補欠者１名の
選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案による選任の効力は、当社定款第21条の規定により、監査等委員である取締役
の補欠者選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後２年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会（2024年８月開催予定の第44期定時株主総会）開始の時まで
でありますが、監査等委員である取締役の補欠者が監査等委員である取締役に就任する前に限
り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものと
させていただきます。
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の補欠者の候補者は、次のとおりであります。

ふ り が な

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

おく むら ひ ろ し

奥 村 比 呂 司
（1972年９月13日生）

1995年３月 当社入社
2017年12月 当社総務部長
2021年３月 当社管理部長
2022年３月 当社監査部長（現任）

600株

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．奥村比呂司氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、会社法第423条第１項の損害賠償責
任について、法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する契約を締結する予定で
す。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額といたしま
す。

３．当社は、会社法第 430 条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結
し、被保険者が負担することになる損害及び費用を当該保険契約により填補することとしておりま
す。奥村比呂司氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれる
こととなります。
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第５号議案 退任取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する退職慰労金贈呈の件
代表取締役福澤一彦氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、在任中

の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するこ
ととし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。
なお、退任取締役に対する退職慰労金は、本招集ご通知21頁に記載の当社取締役会が決定し

た取締役の報酬等の決定方針に沿うものであり、その内容は相当であります。
また、監査等委員会から本議案について特段指摘すべき事項はない旨の意見を受けておりま

す。
退任取締役（監査等委員であるものを除く。）の略歴は、次のとおりであります。

ふ り が な

氏 名 略 歴

ふく ざわ かず ひこ

福 澤 一 彦 2016年８月 当社常務取締役
2017年８月 当社代表取締役社長（現任）

以 上
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メ モ

2022年07月26日 11時13分 $FOLDER; 53ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）
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塩小路通

株主総会会場
五条駅

JR 京都駅

京進

東本願寺

地下鉄「五条」駅 ⑥番 出口
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営
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下
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線

烏
丸
通

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株主総会会場 ご案内図
日 時 2022年８月２５日（木曜日）午前10時

受付開始 午前９時15分 予定

場 所 京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382番地１
当社本社 ４階会議室
TEL（075）365-1500（代表）
地下鉄烏丸線「五条」駅下車⑥番出口すぐ

※駐車場の準備はしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。
※ご出席株主様へのお土産の配布を本年は取り止めとさせていただきます。
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